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一

名
目
鈔
の
著
者
は
洞
院
實
凞
と
伝
わ
る
。
同
書
に
自
筆
の
奥
書
は
な
い
が
、
東
山
御
文
庫
の
著
者
自
筆
本
と
さ
れ
る
も
の
（
勅
封
六
七

六
、
一
七
）
の
筆
跡
は
、
實
凞
の
筆
跡
を
伝
え
る
「
院
殿
上
始
次
第
」（
小
川
剛
生
二
○
○
七
、
二
三
頁
図
4
）
と
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
所
伝
を
疑
う
余
地
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
）
（
（

。

實
凞
は
応
永
三
十
六
年
（
一
四
○
九
）
に
生
ま
れ
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
八
月
に
従
一
位
左
大
臣
に
昇
り
、
同
三
年
四
月
こ
れ
を

辞
し
て
同
年
六
月
に
出
家
し
た
と
い
い
（『
公
卿
補
任
』
三
）、
ま
た
「
没
年
は
明
ら
か
で
な
い
が
ま
も
な
く
没
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
」

（『
国
史
大
辞
典
』
（0
一
九
八
九
、
森
茂
暁
執
筆
）
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
四
月
十
九
日

条
に
「
旧
故
左
府
仰
令
白
馬
次
第
終
写
功
了
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
は
没
し
て
い
た
（
根
上
剛
士
一
九
七
六
、
五
六
頁
）
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
小
川
剛
生
（
二
○
○
七
、
二
○
頁
）
は
、
綾
小
路
有
俊
の
「
殿
上
淵
酔
）
（
（

」
に
「
東
山
左
府
入
道
殿
、
長
禄
三
年
霜
月
十
日
薨
」

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
没
年
を
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
と
特
定
し
た
。
實
凞
の
没
年
が
確
定
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
名
目
鈔
の
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以
上
玉
帯
五
位
已
上
用
之
四
位
参
木
又
勿
論

爰
清
原
業
忠
法
師
一
流
自
五
位
外
史
着
無
文
玉
帯

其
由
緒
欲
尋
聞
之
処
無
沙
汰
了

清
原
業
忠
が
出
家
し
た
の
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
十
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
名
目
鈔

の
成
立
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
名
目
鈔
を
實
凞
が
し
る
し
た
の
は
、
長
禄
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
翌
三
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
間
で
あ

る
に
相
違
な
く
、
實
凞
が
没
す
る
前
の
一
年
ほ
ど
の
間
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

二

そ
れ
で
は
、
同
書
が
記
さ
れ
た
目
的
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
の
し
る
さ
れ
た
序
文
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

わ
が
朝
の
名
目
は
、
多
く
の
場
合
、
字
音
の
と
お
り
、
和
訓
の
ま
ま
に
読
む
こ
と
は
な
く
、
ま
た
と
き
ど
き
に
清
濁
を
交
え
用
い

る
の
で
、
そ
の
発
音
を
伝
え
な
く
て
は
正
し
く
伝
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
昔
か
ら
家
々
に
伝
わ
る
家
説
も
区
々
で
あ
る
が
、
そ
れ

も
相
応
の
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
悉
曇
の
理
」
に
も
か
な
っ
て
い
る
。
連
声
相
呼
と
い
い
五
音
相
通
と
い
い
、
も
と
の
発

音
の
と
お
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
は
な
は
だ
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
名
目
を
世
で
は
音
義
に
そ
む
い
て

い
る
と
か
、
切
韻
に
合
わ
な
い
な
ど
と
い
う
が
、
そ
れ
は
「
道
の
術
計
」
を
知
ら
ぬ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
自
分
は
若
い
と
き
か
ら

こ
れ
を
憂
え
、
身
近
の
名
目
を
し
る
し
て
、
こ
れ
ら
が
後
進
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
き
た
が
、
洞
院
家
の
子
孫
も
後
世
に

及
べ
ば
、
い
ま
学
ん
で
い
る
故
実
も
伝
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
先
祖
代
々
の
大
切
な
知
識
も
伝
わ
ら

な
く
な
り
、
暗
澹
た
る
思
い
が
す
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
こ
れ
ま
で
伝
え
て
こ
な
か
っ
た
か
と
後
悔
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

成
立
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
名
目
鈔
の
第
一
次
転
写
本
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
く
書
写
さ
れ
た
の
は
、
中
院
通
秀
（
一
四
四
五
～
九
四
）
が
、
實
凞
の
息
で

あ
る
仁
和
寺
勝
南
院
の
守
誉
（
一
四
四
五
～
八
四
）
に
誂
え
て
書
写
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
文
明
十
六
年
（
一

四
八
四
）
以
前
に
名
目
鈔
が
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
漆
崎
正
人
（
二
〇
一
四
）
は
同
書
の
成
立
に
つ

い
て
「
諸
本
の
な
か
に
は
、
一
四
六
二
（
寛
正
三
）
年
に
中
院
通
秀
が
〔
實
凞
の
〕
自
筆
本
よ
り
書
写
し
た
旨
の
奥
書
を
も
つ
写
本
が
あ

り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
一
四
六
二
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（『
日
本
語
大
事
典
』
下
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
草
部
了
円
（
一
九
六
〇
、
八
三
頁
）
は
「
東
山
左
府
は
実
隆
公
記
に
よ
れ
ば
、
文
明
六
年
〔
一
四
七
四
〕
二
月
に
は

存
命
（
六
十
六
才
）
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
右
大
臣
に
宛
て
た
書
状
が
載
っ
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
子
息
で
あ
る
公
数
が
出
家
し
た
こ
ろ

に
は
亡
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
し
て
、「
左
府
の
薨
去
は
文
明
七
年
前
後
で
あ
っ
た
」
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、『
実
隆
公
記
』
文
明
六

年
二
月
十
四
日
条
の
あ
と
に
書
き
加
え
ら
れ
た
書
状
は
、
た
し
か
に
「
東
山
左
府
状
」
と
右
肩
に
し
る
さ
れ
て
は
い
る
が
、
宛
名
に
は

「
右
大
臣
」
で
は
な
く
「
右
大
将
殿
」
と
あ
り
、
署
名
も
「
内
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
）
（
（

。
も
し
こ
れ
が
實
凞
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

内
大
臣
で
あ
っ
た
の
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
文
明
六
年
の
内
大
臣
や
右
大
将
を
實
凞
と
関
係
づ
け
る
の
も
む
つ
か
し
く
、
草

部
の
推
定
に
は
不
明
の
点
が
の
こ
る
。

ほ
か
に
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
所
載
の
「
国
語
年
表
」
に
は
、
一
五
〇
〇
年
（
明
応
九
）
の
条
に
「『
名
目
抄
』
こ
の
年
ま

で
に
成
る
」
と
あ
り
、『
日
本
語
学
大
辞
典
』（
二
〇
一
八
）
所
載
の
「
日
本
語
年
表
」
に
は
、
一
四
五
〇
年
（
宝
徳
二
）
の
条
に
「『
名
目

抄
』（
洞
院
実
煕
）
▽
声
調
・
清
濁
な
ど
を
示
し
、
故
実
の
読
み
を
伝
え
る
」
と
あ
る
。
ま
た
『
群
書
類
従
文
献
年
表
』（
一
九
三
二
）
も

名
目
鈔
の
成
立
を
宝
徳
二
年
こ
ろ
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
内
部
徴
証
と
し
て
、
名
目
鈔
の
衣
服
篇
に
あ
る
次
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。
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Ⅲ
「
私
儀
篇
」
一
○
項
目　

　

9
「
昇
殿
」
は
Ⅳ
諸
公
事
言
説
篇
（
（5（
）
に
、
（0
「
還
昇
」
は
同
（
9（
）
に
重
出
す
る
。

Ⅳ
「
諸
公
事
言
説
篇
付
私
儀
」
一
八
二
項
目

　

ほ
か
に
押
紙
と
し
て
別
筆
で
「
同
車
」
一
項
目
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
数
え
て
い
な
い
。
（60
「
一
院
」
と
（6（

「
一
員
」
の
間
に
あ
る
「
一
一
」、
（80
「
八
音
」
と
（8（
「
百
澤
王
」
の
間
に
あ
る
「
九
十
」、
（8（
「
百
澤
王
」
と
（8（
「
万
機
政
」
の
間

に
あ
る
「
千
」
お
よ
び
（8（
「
万
機
政
」
の
後
に
あ
る
「
億
」
に
つ
い
て
も
項
目
と
し
て
数
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
44
「
令
旨
」、
8（

「
印
鑰
」、
（5（
「
昇
殿
」
に
は
鉤
点
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
令
旨
」
は
Ⅶ
院
中
篇
（
（0
）
に
、「
昇
殿
」
は
Ⅲ
私
儀
篇
（
9
）
に
そ
れ

ぞ
れ
重
出
し
て
お
り
、
ま
た
8（
「
印
鑰
」
に
は
「
可
入
雜
物
」、
（00
「
檢
校
」
に
は
「
可
入
人
類
歟
」
な
ど
と
細
注
の
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
Ⅳ
諸
公
事
言
説
篇
か
ら
削
除
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
（
（5（
「
宣
旨
」
（5（
「
宣
下
」
に
も
同
様
の
細
注
あ
り
）。
ほ
か
に
（（

「
入
棺
」
が
Ⅹ
喪
服
篇
（
（（
）
に
、
9（
「
還
昇
」
が
Ⅲ
私
儀
篇
（
（0
）
に
、
（45
「
評
定
」
が
Ⅱ
臨
時
篇
（
（9
）
に
も
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。

項
目
の
配
列
は
、
こ
の
篇
に
か
ぎ
っ
て
振
り
仮
名
の
第
一
字
の
「
い
ろ
は
」
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
あ
と
に
漢
数
字
で
は
じ

ま
る
項
目
が
並
ぶ
。
た
だ
し
（（0
「
勸
盃
ク
エ
ン
ハ
イ
」
は
〈
ケ
〉
の
と
こ
ろ
に
配
列
さ
れ
、
ま
た
「
私
云
此
假
名
誤
歟
」
と
後
人
に

よ
る
書
入
れ
の
あ
る
（8
「
勑
勘
シ
ヨ
ツ
カ
ム
」
や
、
4（
「
除
籍
シ
ヨ
シ
ヤ
ク
」
の
配
列
順
は
〈
チ
〉
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
99

「
警
衛
」
と
（00
「
檢
校
」
と
の
間
に
、
（04
「
警
蹕
」
を
配
列
す
る
よ
う
鉤
引
が
あ
る
。

Ⅴ
「
禁
中
所
々
名
篇
」
四
一
項
目

　

こ
の
篇
目
に
は
「
殿
舎
門
戸
等
名
目
別
有
之
仍
略
而
不
註 

其
内
少
々
載
之
矣
」
と
細
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
（
「
南
殿 

紫
宸

殿
」、 

（0
「
御
殿 

清
涼
殿
又
中
殿
」、
（（
「
殿
舎
中
少
々
」
に
分
け
て
配
列
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
出
し
も
項
目
も
す
べ
て
ひ

と
し
な
み
に
数
え
た
。

そ
も
そ
も
名
目
は
、
そ
の
音
調
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
属
す
る
篇
目
も
異
な
る
か
ら
、
よ
く
習
得
し
て
発
音
す
る
必
要
が
あ
る
。
発
音

で
き
な
け
れ
ば
、
か
り
に
知
識
を
学
ん
で
も
、
と
く
に
言
い
や
す
く
な
る
こ
と
も
な
く
、
あ
た
か
も
他
郷
の
こ
と
ば
を
聞
く
よ
う
な

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
し
る
す
こ
と
は
、
ほ
か
の
文
献
を
参
照
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
九
牛
の
一
毛
に
も
及
ば
な
い
。
後
の
人

は
こ
れ
を
か
な
ら
ず
補
訂
し
て
ほ
し
い
。

實
凞
は
ま
た
、
清
濁
は
も
ち
ろ
ん
、
連
声
相
呼
や
五
音
相
通
な
ど
の
「
悉
曇
の
理
」
は
、
な
に
も
仏
家
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
俗
家
の

こ
と
ば
に
も
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
そ
の
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
だ
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
も
述
べ
て
い
る
）
4
（

。

名
目
鈔
は
、
朝
廷
や
公
家
社
会
の
名
目
一
つ
ひ
と
つ
が
清
濁
、
連
声
相
呼
、
五
音
相
通
な
ど
の
「
悉
曇
の
理
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

名
目
鈔
に
は
、
六
百
ほ
ど
の
名
目
が
十
篇
に
分
け
ら
れ
、
お
お
く
上
下
二
段
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
著
者
自
筆
本
に
記
載
さ
れ
た

項
目
の
数
と
、
そ
の
配
列
、
ま
た
重
出
の
有
無
に
つ
い
て
、
篇
目
ご
と
に
し
る
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

Ⅰ
「
恒
例
諸
公
事
篇
付
神
事
佛
事
」
六
二
項
目

　

ほ
か
に
押
紙
一
紙
に
別
筆
で
「
葡
萄
染
」「
不
堪
佃
」「
任
請
」
の
三
項
目
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
数
え
て

い
な
い
。
（9
「
列
見
」
の
前
へ
5（
「
率
川
祭
」
と
55
「
園
并
韓
神
祭
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
鉤
引
が
あ
る
。
全
体
が
、
正
月
か
ら
順
を

追
っ
て
諸
公
事
を
配
列
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ら
を
二
月
の
と
こ
ろ
に
移
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ
「
同
臨
時
篇
」
三
七
項
目

　

（（
「
行
啓
」
は
Ⅶ
院
中
篇
（
（9
）
に
、
（4
「
御
幸
」
は
同
（
（4
）
に
、
（9
「
評
定
」
は
Ⅳ
諸
公
事
言
説
篇
（
（45
）
に
重
出
す
る
。
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蔭
糸
」
か
ら
（（
「
心
葉
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
項
目
と
し
て
数
え
た
。

Ⅹ
「
喪
服
篇
」
二
三
項
目

　

（（
「
橡
」
を
（（
「
柑
子
色
」
の
次
に
移
動
す
る
よ
う
鉤
引
が
あ
る
。
（（
「
入
棺
」
は
Ⅳ
諸
公
事
言
説
篇
（
（（
）
に
重
出
し
て
い
る
。

以
上
、
重
複
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
に
数
え
れ
ば
、
掲
載
さ
れ
た
項
目
は
五
九
七
項
目
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
重
出
す
る
も
の
は
「
行
啓
」

「
御
幸
」「
評
定
」「
昇
殿
」「
還
昇
」「
令
旨
」「
入
棺
」「
位
袍
」
の
八
項
目
で
あ
る
。
版
本
に
よ
っ
た
速
水
房
常
の
試
算
（「
名
目
凡
五
百

九
十
六
除
重
出
者
三
」
校
正
版
本
跋
文
）
と
は
わ
ず
か
に
異
な
る
。

四

さ
て
、「
名
目
」
と
は
す
な
わ
ち
「
習
慣
な
ど
か
ら
来
る
読
み
く
せ
」（『
広
辞
苑
』
第
七
版
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
故
実
よ
み
」
と
も
い

わ
れ
る
。
山
田
俊
雄
（
一
九
六
〇
、
七
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
「
故
実
よ
み
の
名
を
与
へ
て
も
つ
と
も
ふ
さ
は
し
い
の
は
、
公
事
根
源
・
名
目

抄
な
ど
の
、
有
職
故
実
関
係
の
用
語
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
儒
学
世
界
で
の
地
名
・
人
名
・
書
名
を
は
じ
め
と
す
る
、
種
々
の
、

伝
統
的
な
読
み
方
の
語
」、「
物
語
の
註
釈
の
世
界
や
、
和
歌
の
注
解
・
作
法
の
世
界
の
、
い
は
ゆ
る
仮
名
の
文
学
の
用
語
」、「
地
理
・
風

俗
・
名
乗
な
ど
、
一
般
人
の
生
活
に
密
着
し
た
方
面
で
の
、
伝
統
の
用
語
・
語
形
」
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
故
実
よ
み
」
に
つ
い
て
、
山
田
孝
雄
（
一
九
五
五
）
は
「
漢
字
で
書
い
た
語
を
、
古
来
の
慣
例
に
基
い
て
特
別
な
読
み
方
を
す

べ
き
も
の
」
と
し
、
築
島
裕
（
一
九
八
〇
）
は
「
漢
字
で
書
か
れ
た
語
に
つ
い
て
、
通
常
の
音
訓
に
よ
ら
ず
、
特
殊
な
読
み
方
の
定
ま
っ

て
い
る
も
の
」
と
定
義
す
る
。
山
田
は
ま
た
「
故
実
よ
み
」
の
由
来
に
つ
い
て
「（
（
）
そ
の
発
音
が
忌
む
べ
き
連
想
を
生
ず
る
の
を
避

け
た
も
の
」、「（
（
）
慣
用
上
い
つ
し
か
変
遷
し
た
も
の
…
…
な
ど
種
々
の
事
情
で
生
じ
た
」
と
説
明
す
る
。
築
島
も
ま
た
「
第
一
は
、

音
韻
変
化
の
結
果
、
も
と
の
字
の
訓
か
ら
語
形
が
大
幅
に
変
わ
っ
た
も
の
」「
又
、
語
音
の
一
部
が
脱
落
す
る
こ
と
が
あ
り
」、「
第
二
は

Ⅵ
「
人
躰
篇
男
女
」
六
○
項
目

　

（
「
国
母
」
か
ら
（6
「
半
物
」
ま
で
が
女
性
に
つ
い
て
の
名
目
で
あ
り
、
（7
「
一
人
イ
チ
ノ
ヒ
ト
」
以
下
が
男
性
の
そ
れ
で
あ
る
。

（7
「
一
人
イ
チ
ノ
ヒ
ト
」
と
（8
「
一
人
イ
チ
シ
ン
」
と
は
鉤
引
し
て
順
序
を
入
れ
替
え
る
指
示
が
あ
る
。
ま
た
57
「
史
生
」
に
も
、

49
「
官
掌
」
の
前
に
移
動
す
る
よ
う
鉤
引
が
あ
る
。

Ⅶ
「
院
中
篇
」
三
〇
項
目

　

（7
「
案
主
」
と
（8
「
御
厩
別
当
」
と
は
鉤
引
し
て
順
序
を
入
れ
替
え
る
指
示
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
（4
「
御
幸
」
は
Ⅱ
臨
時

篇
（
（4
）
に
、
（9
「
行
啓
」
は
同
（
（（
）
に
、
（0
「
令
旨
」
は
Ⅳ
諸
公
事
言
説
篇
（
44
）
に
重
出
す
る
。
さ
ら
に
（0
「
居
飼
」
の
あ

と
に
一
行
の
空
き
が
あ
り
、
（8
「
北
面
始
」
の
あ
と
に
は
半
丁
に
近
い
空
白
が
認
め
ら
れ
る
。
編
集
、
合
綴
の
都
合
で
生
じ
た
も
の

か
。
そ
の
あ
と
に
（9
「
行
啓
」、
（0
「
令
旨
」
の
二
項
目
が
あ
る
。

Ⅷ
「
雜
物
篇
」
五
四
項
目

　

篇
目
名
の
下
に
「
文
書
及
衣
服
車
馬
具
之
類
各
別
附
之
」
と
あ
る
が
、
文
書
篇
や
車
具
篇
は
名
の
み
あ
っ
て
、
項
目
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。

Ⅸ
「
衣
服
篇
」
九
八
項
目

　

（（
「
位
袍
」
に
鉤
印
が
あ
る
。
（（
「
位
袍
」
に
も
同
じ
名
目
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
一
項
目
と
し
て
数
え
た
。
一
方
、

67
「
銀
魚
帯
」
と
68
「
草
鞋
」
の
間
に
あ
る
「
牙
笏
」
は
、
あ
き
ら
か
に
墨
消
さ
れ
て
い
る
の
で
項
目
に
は
数
え
な
い
。
（
「
冠
」

の
下
位
項
目
と
し
て
（
「
厚
額
」
か
ら
6
「
巾
子
」
ま
で
が
あ
り
、
ま
た
形
式
上
は
（4
「
小
袖
」
の
下
位
項
目
に
（5
「
裳
」
か
ら
（7

「
肩
宛
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
（（
「
礼
服
」
の
下
位
に
あ
る
べ
き
か
。
速
水
房
常
『
禁
中
方
名
目
鈔
校
註
』（
故
実
叢
書
）
に
は
「
小

袖
」「
礼
服
」
の
順
に
並
べ
ら
れ
、「
小
袖
」
の
校
註
末
尾
に
「
小
袖
禮
服
錯
置
也
」
と
あ
る
。
ま
た
（9
「
小
忌
」
の
下
位
に
（0
「
日
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に
あ
た
つ
て
」、
こ
の
時
代
に
「「
考
定
」「
定
考
」
両
様
で
あ
つ
た
こ
と
」
か
ら
、「「
名
目
抄
」
な
ど
に
い
ふ
と
こ
ろ
、
お
そ
ら
く
は
、

比
較
的
後
代
の
一
種
の
不
合
理
な
口
伝
で
あ
つ
た
も
の
か
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
、

「
定
考
」
を
わ
ざ
と
逆
読
し
た
も
の
と
認
定
す
る
こ
と
は
積
極
的
に
は
な
し
が
た
い
。
ま
し
て
や
、
四
つ
仮
名
の
混
同
の
発
生
す
る

以
前
に
、
ま
た
カ
・
ク
ワ
の
混
同
の
発
生
す
る
以
前
に
、「
上
皇
」
と
の
同
音
衝
突
な
ど
が
生
ず
る
わ
け
が
な
か
つ
た
。
し
た
が
つ

て
、「
名
目
抄
」「
壒
嚢
抄
」
な
ど
の
秘
伝
は
、
そ
れ
と
し
て
時
代
的
な
も
の
と
み
と
め
る
と
し
て
も
、
古
い
、
根
拠
あ
る
も
の
と
は

云
ひ
得
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

名
目
鈔
は
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
禁
忌
に
由
来
す
る
「
故
実
よ
み
」
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
明
記
す
る
こ
と
は
し

な
い
。「
定
考
」
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「
カ
フ
チ
ヤ
ウ
」
と
振
り
仮
名
を
付
し
て
「
逆
ニ
讀
之
例
也
」
と
細
注
を
施
す
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
音
韻
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
「
慣
用
上
い
つ
し
か
変
遷
し
た
」
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
「
悉
曇
之
理
」

を
解
説
す
る
と
こ
ろ
が
、
と
く
に
前
半
に
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
細
注
の
多
く
あ
る
Ⅸ
衣
服
篇
に
お
い
て
そ
の
読
み
方
を
説
明

す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。

こ
の
よ
う
な
細
注
の
あ
る
名
目
に
つ
い
て
、
岩
橋
小
彌
太
（
一
九
五
三
、
六
頁
）
は
「
多
少
類
を
以
て
眺
め
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
以

下
の
三
類
を
あ
げ
る
。

（
一
）
訓
讀
す
る
か
音
讀
す
る
か
と
い
ふ
場
合

（
二
）
音
讀
す
る
と
す
れ
ば
、
呉
音
で
讀
む
か
漢
音
で
讀
む
か
と
い
ふ
事

（
三
）
更
に
そ
れ
を
清
ん
で
讀
む
か
濁
つ
て
讀
む
か
と
い
ふ
事

細
注
に
記
載
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
い
ま
少
し
詳
し
く
分
類
し
て
、
代
表
的
な
例
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

語
音
の
禁
忌
に
よ
る
も
の
で
…
…
こ
れ
ら
は
凶
な
る
も
の
や
尊
貴
な
も
の
を
避
け
て
別
の
読
み
を
採
用
し
た
も
の
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も

名
目
鈔
所
載
の
項
目
を
例
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
築
島
は
、
こ
れ
ら
「
両
類
と
も
そ
の
起
っ
た
時
期
は
詳
し
く
は
分
ら
な
い
が
、
多
分
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
殊
に
室
町
時

代
以
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。

ま
た
岩
橋
小
彌
太
（
一
九
五
三
）
は
、
有
職
よ
み
は
「
必
ず
し
も
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
家
々
に
よ
つ
て
多
少
の
相
違
が
あ
つ

た
」
と
し
、『
十
輪
院
内
府
記
』（
中
院
通
秀
、
文
明
十
八
年
五
月
二
十
一
日
条
）
を
引
い
て
「
名
目
に
尋
常
の
説
、
洞
院
の
説
、
鎌
倉
樣
、

淸
家
（
淸
原
家
）
分
な
ど
の
諸
説
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
」（
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
名
目
鈔
序
文
の
記
述
と
も
符

合
す
る
。
岩
崎
は
、
さ
ら
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

　

洞
院
實
煕
の
編
し
た
名
目
抄
は
洞
院
の
家
説
を
伺
は
し
め
る
も
の
で
、
當
時
の
名
目
は
こ
れ
に
一
定
し
て
居
つ
た
の
で
は
な
く
、

他
に
多
少
の
異
説
の
あ
つ
た
事
は
否
ま
れ
な
い
が
、
さ
り
な
が
ら
多
少
の
異
説
は
あ
つ
て
も
、
家
々
に
別
々
の
名
目
が
行
は
れ
て
ゐ

た
の
で
は
、
結
局
名
目
と
い
ふ
も
の
が
無
い
の
と
同
じ
事
で
あ
る
か
ら
、
名
目
が
重
ん
じ
ら
れ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
以
上
は
、
大
體
に

通
ず
る
も
の
が
あ
つ
た
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
同
、
四
頁
）

い
ま
深
く
立
ち
入
る
用
意
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
禁
忌
に
よ
る
名
目
の
例
に
か
な
ら
ず
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
、「
笏
」
を
シ
ャ
ク
と

読
ん
で
、
そ
の
字
音
コ
ツ
を
「
骨
」
の
そ
れ
に
通
ず
る
ゆ
え
を
も
っ
て
避
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
名
目
鈔
の
著
者
自
筆
本
に
そ
の

よ
う
な
解
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
の
ち
に
こ
れ
に
注
を
加
え
た
の
は
中
院
通
秀
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
て
「
有
子
細
歟
」
と
い
う

ば
か
り
で
、「
骨
」
と
音
が
通
ず
る
か
ら
シ
ャ
ク
と
読
む
の
だ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
「
定
考
」
を
カ
ウ
ヂ
ヤ
ウ
と
前
後
逆
に
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
上
皇
」
ジ
ヤ
ウ
ク
ワ
ウ
と
「
ひ
と
し
く
聞
ゆ
る
」
こ
と
を

憚
っ
た
も
の
か
と
い
う
宣
長
の
説
が
あ
る
）
5
（

。
し
か
し
、
山
田
俊
雄
（
一
九
六
○
、
七
三
～
四
頁
）
は
、
平
安
時
代
の
「
記
録
の
類
の
実
況
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（
参
考
）小
考
定　

コ
カ
フ
チ
ヤ
ウ　

是
ハ
非
レ
逆
ニ　

Ⅰ
恒
例 

47

Ｇ
清
濁
、
連
濁

同
心　

ト
ウ
シ
ム　
　

當
世
人
シ
ム
ヲ
清
メ
テ
云
フ
故
注
之　
　
　
　
　
　
　

 
 

Ⅳ
言
説

）
6
（

 

（5

前
祖　

セ
ム
シ
ヨ　
　

常
音
ハ
ソ
ナ
リ
然
而
シ
ヨ
ハ
名
目
也
上
ニ
引
レ
テ
濁
也　
　

  

Ⅳ
言
説 

（48

Ｈ
連
声
）
7
（

仁
王
會　

ニ
ム
ワ
ウ
エ　

ニ
ム
ナ
ウ
ト
可
云
也　

是
連
声
也　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
恒
例 

45

八
音　
　

ハ
ツ
イ
ム　

金
石
絲
竹
」
包
土
草
木
」
チ
ム
ト
可
云
是
連
声
也　
　

Ⅳ
言
説 

（80

本
院　
　

ホ
ム
ヰ
ム　

ニ
ム
ト
可
申
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅶ
院
中 

（

版
位　
　

ヘ
ム
イ　

尋
常　

宣
命
」
ニ
ト
云
ヘ
シ
連
声
也　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅷ
雑
物 

（9

細
注
の
し
る
さ
れ
た
項
目
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
半
数
足
ら
ず
で
あ
る
が
、
Ⅸ
衣
服
篇
に
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
項
目
に
細
注
が
あ

り
、
Ⅶ
院
中
篇
や
Ⅹ
喪
服
篇
も
六
〇
か
ら
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
項
目
に
あ
る
。
一
方
、
Ⅰ
恒
例
諸
公
事
篇
や
Ⅵ
人
躰
篇
は
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
台
で
あ
り
、
ほ
か
も
三
〇
か
ら
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
細
注
の
多
く
は
、
名
目
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
用
法
に
つ
い

て
の
説
明
で
あ
っ
て
、
発
音
に
つ
い
て
の
注
記
が
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

五

さ
て
、
名
目
鈔
（
實
凞
自
筆
本
）
の
項
目
の
多
く
は
、
漢
字
に
振
り
仮
名
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
振
り
仮
名
は
片
仮
名
で
あ
り
、

そ
の
片
仮
名
字
体
は
、
お
よ
そ
現
行
字
体
と
同
じ
で
あ
る
が
、〈
サ
〉
に
「
匕
」、〈
テ
〉
に
「
天
」
の
第
四
画
を
省
い
た
字
体
を
用
い
、

〈
ミ
〉
に
は
「
ア
」
の
ご
と
き
「
見
」
字
の
省
画
字
体
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
〈
セ
〉
に
「
せ
」、〈
ネ
〉
に
「
子
」
に
も
と
づ
く
字
体
の
現

Ａ
音
読
す
る
か
訓
読
す
る
か
、
両
様
か

小
朝
拜　
　

コ
テ
ウ
ハ
イ　

後
生
小コ
ノ
字
ヲ
小セ
フ
ト
可
讀
コ
ト
ヲ
恐
テ
注
之　
　

Ⅰ
恒
例 

（

鎮
魂
ノ
祭　
　

タ
マ
シ
ツ
メ
ノ　
〔
左
傍
〕
チ
ン
コ
ン
ノ　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
恒
例 

56　
　

Ｂ
漢
音
、
呉
音
の
い
ず
れ
か

元
日
宴　

ク
ワ
ン
ニ
チ
ノ
エ
ム
今
世
諸
人
以
僧
為
師
爰
僧
云
元
日
ケ
ム
シ
チ
故
為
誡
之
注
之　
　

Ⅰ
恒
例 

（

高
麗　
　

カ
ウ
ラ
イ
本
音
リ
也
名
目
ラ
イ 

 
 

 
 

　
　

Ⅷ
雑
物 

（（

Ｃ
字
音
の
特
殊
な
読
み
方

還
昇　
　
　

ク
ワ
ム
シ
ヨ　

本
音
ハ
シ
ヨ
ウ
也
而
名
目
ハ
シ
ヨ
又
濁
也　
　
　
　

Ⅲ
私
儀 

（0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
音
ハ
シ
ヨ
ウ
也
シ
ヨ
名
目
也
又
上
ニ
引
レ
テ
濁
也　
Ⅳ
言
説 

9（

女
院　
　
　

ニ
ヨ
フ
ヰ
ム　

常
音
ニ
ヨ
也
名
目
時
引
之  

 

　

Ⅵ
人
躰 

（

Ｄ
字
訓
の
特
殊
な
読
み
方

男
踏
哥　
　

ヲ
ト
コ
タ
フ
カ　

ヲ
タ
フ
カ
ト
云
人
ア
リ
定
一
義
歟
家
説
之
上
源
氏
物
語
ニ
モ
ヲ
ト
コ
ト
見
ユ　
　

Ⅰ
恒
例 

9

小
舎
人　
　

コ
ト
ネ
リ　

ト
ノ
字
ツ
ト
云
ヤ
ウ
ニ
ア
ル
ヘ
シ 

 
 

 
 

　

Ⅵ
人
躰 

5（

Ｅ
不
読
の
漢
字

視
告
朔　
　

コ
ク
サ
ク
視
字
不
讀
之
例
也　
　
　
　

Ⅰ
恒
例 

4

大
元
帥
法　

タ
イ
ク
エ
ム
ノ
ホ
フ
不
讀
帥
字
例
也　

Ⅰ
恒
例 

7

Ｆ
逆
読
の
漢
字

定
考
カ
フ
チ
ヤ
ウ　

逆
ニ
讀
之
例
也　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
恒
例 

46
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童
女
御
覧　

ワ
ラ
フ○

コ
ラ
ム　
　
　

Ⅰ
恒
例 

58
（
ハ
→
フ
）

東
竪
子　

ア
ツ
マ
ハ
ラ
フ○

　
　
　
　

Ⅵ
人
躰 

（5
（
ハ
→
フ
）

女
蔵
人　

ニ
ヨ
ク
ラ
フ○

ト　
　
　
　

Ⅵ
人
躰 

（（
（
ヒ
→
フ
）

日
記
唐
櫃　

ニ
ツ
キ
ノ
カ
ラ
フ○

ト　

Ⅷ
雑
物 

44
（
ヒ
→
フ
）

直
物　

ナ
フ○

シ
モ
ノ　
　
　
　
　
　

Ⅱ
臨
時 

（7
（
ホ
→
フ
）

直
會　

ナ
フ○

ラ
イ　
　
　
　
　
　
　

Ⅳ
言
説 

78
（
ホ
→
フ
）

直
衣　

ナ
フ○

シ　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
衣
服 

（4
（
ホ
→
フ
）

小
直
衣　

コ
ナ
フ○

シ　
　
　
　
　
　

Ⅸ
衣
服 

（9
（
ホ
→
フ

）
9
（）

參
來　

マ
ウ○

コ　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅳ
言
説 

（0（
（
ヰ
→
ウ
）

小
葵　

コ
ア
ヲ○

ヒ　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
衣
服 

8（
（
フ
→
ヲ
）

二
藍　

フ
タ
エ○

フ
タ
ア
ヒ○

也　
　
　

Ⅸ
衣
服 

98
（
ヰ
→
ヱ
→
エ
／
ヰ
→
ヒ
）

ま
た
、
撥
音
を
あ
ら
わ
す
の
に
ム
と
ン
が
も
ち
い
ら
れ
る
が
、
と
く
に
使
い
分
け
は
認
め
ら
れ
な
い
。

勘
上　

カ
ン○

カ
へ
ア
ク　
　
　

Ⅳ
言
説 

5（  

↔　

勘
下　

カ
ム
カ
へ
ク
タ
ス　
　

Ⅳ
言
説 

5（

上
達
部　

カ
ン○

タ
チ
メ　
　
　

Ⅵ
人
躰 

4（

水
取　

モ
ン○

ト
リ　
　
　
　
　

Ⅵ
人
躰 

（7

踏
懸　

フ
ン○

カ
ケ　
　
　
　
　

Ⅸ
衣
服 

75

大
夫
君
達　

マ
チ
キ
ン○

タ
チ　

Ⅵ
人
躰 

40

夜
御
殿　

ヨ
ン○

ノ
ヲ
ト
　ヽ
　

Ⅴ
禁
中 

（（

れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
「
マ
」「
ユ
」「
ヰ
（
井
）」
の
字
体
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

振
り
仮
名
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
和
語
の
イ
ヰ
（
ヒ
）・
エ
ヱ
（
ヘ
）・
オ
ヲ
（
ホ
）、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
的
仮
名
遣
の
違
例
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
、
ハ
・
ワ
、
フ
・
ウ
に
関
わ
る
も
の
も
含
め
て
、
十
五
世
紀
前
半
に
宮
廷
で
活
躍
し
た
實
凞
の
自
筆
本
で
あ
れ
ば
、
と
く
に

あ
や
し
む
に
足
り
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
例
の
一
部
を
次
に
掲
げ
る
。

東
豎
子　

ア
ツ
マ
ハ○

ラ
フ　

Ⅵ
人
躰 

（5
（
ワ
→
ハ
）

片
舞　

カ
タ
マ
イ○
　
　
　
　

Ⅳ
言
説 

56
（
ヒ
→
イ
）

濃
色　

コ
ヒ○

イ
ロ　
　
　
　

Ⅸ
衣
服
86
（
イ
→
ヒ
）

女
蔵
人　

ニ
ヨ
ク
ラ
フ○

ト　

Ⅵ
人
躰 

（（
（
ウ
→
フ
）

召
声　

メ
シ
コ
エ○

　
　
　
　

Ⅳ
言
説 
（（0
（
ヱ
→
エ
）

單　

ヒ
ト
ヱ○

　
　

Ⅸ
衣
服 

（（
（
ヘ
→
ヱ
）

鬼　

ヲ○

ニ　
　
　

Ⅷ
雑
物 

5（
（
オ
→
ヲ
）
8
（）

葛
折　

ツ
ヽ
ラ
オ○

リ　

Ⅳ
言
説 

7（
（
ヲ
→
オ
）

棹
間　

サ
ホ○

ノ
マ　
　

Ⅴ
禁
中 

（5
（
ヲ
→
ホ
）

比　

コ
ロ
ヲ○

イ　
　
　

Ⅳ
言
説 

（06
（
ホ
→
ヲ
）

こ
の
ほ
か
に
音
便
と
さ
れ
る
も
の
も
含
め
て
、
と
く
に
音
韻
と
表
記
に
関
わ
る
例
を
あ
げ
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

三
枝
祭　

サ
イ○

ク
サ
ノ
マ
ツ
リ　
　

Ⅰ
恒
例 

（7
（
キ
→
イ
）

衝
重　

ツ
イ○

カ
サ
ネ　
　
　
　
　
　

Ⅷ
雑
物 

40
（
キ
→
イ
）

韈　

シ
タ
フ○

ツ　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
衣
服 

4（
（
ク
→
フ
）


